
（様式第４号）

□不利益処分の処分基準

消防局 予防課 予防係

防火管理者を定めるべき旨の命令

消防法

第８条第３項

（電話 ６５６－１１９３ ）

消防長又は消防署長は、消防法第８条第１項の防火管理者が定められ
ていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定
により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。

「徳島市火災予防違反処理規程（平成１５年１２月２６日施行）」第１
７条及び別表第１の基準による。

設定等年月日 平成２６年 ８月 １日設定（平成 年 月 日最終変更）
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